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研究成果の概要：オリンピック競技大会を招致する上で、国際オリンピック委員会（IOC）か

ら求められる諸条件と評価される点について最近の動向を明らかにした。さらに、日本におけ

る過去のオリンピックの招致活動をその後の状況を含めて検証し、問題点と評価される点を明

らかにした。将来のオリンピック競技大会を招致、開催するにあたり、重視すべき観点は、環

境・人権・教育の 3 点に集約された。 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００６年度 3,000,000 0 3,000,000 

２００７年度 4,200,000 1,260,000 5,460,000 

２００８年度 3,400,000 1,020,000 4,420,000 
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  年度    

総 計 10,600,000 2,280,00 12,880,000 
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１．研究開始当初の背景  
 わが国が過去にオリンピック競技大会の
開催地に立候補をしたのは、夏季・冬季大会
を合わせて 10回に上るが、その中で実際に
開催された大会は 3回（1964年東京、1972
年札幌、1998年長野）である。オリンピック
大会の招致には、とかく開催地の行政主導に
よる都市機能の整備や経済効果が第一義的
になり、「なぜオリンピックを招致するのか」
「なぜその都市で開催する意味があるのか」
といった理念が不在のまま招致に踏み切り、
失敗するケースが少なくないとの指摘があ
る。 
日本オリンピック委員会（JOC）は2016年

のオリンピック競技大会を日本に招致する
旨を表明し、2006年8月に国内候補地が東京
に一本化された。こうした状況を受けて、過
去のオリンピック競技大会の招致にかかわ
る実態を検証し、そこに潜む諸問題を明らか
にするとともに、21世紀にふさわしいオリン
ピック競技大会の招致について展望するこ
とが求められていた。 
 
２．研究の目的  
（1）2008年および2012年のオリンピック競
技大会に立候補した都市を対象に、オリンピ
ック競技大会を招致する上で国際オリンピ
ック委員会（IOC）から求められる諸条件と
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評価される点について最新の動向を明らか
にする。 
（2）日本で過去に行われたオリンピック競
技大会の招致活動について調査・検討し、諸
問題や評価される点を明らかにする。 
（3）21世紀にふさわしいオリンピック競技
大会の招致についての観点を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
(1)2008年および2012年のオリンピック競技
大会の開催地に立候補した都市ついて、以下
の資料を収集し、比較分析を行なった。 
①IOCによる立候補ファイル作成のための資
料 
②立候補都市の立候補ファイル（計画書） 
③IOC評価委員会による立候補都市の評価報
告書 
（2）過去に日本で行なわれたオリンピック
競技大会の招致活動について関係資料を収
集し、インタビュー調査等を行い、検討した。 
 (3)上記（1）（2）の結果から、将来のオリ
ンピック競技大会に求められる観点につい
て考察した。 
 
４．研究成果 
（1）2008年および2012年のオリンピック競
技大会の立候補都市について 
1）開催が決定した都市の特徴 
2008年大会に立候補した北京では、国の全

面的な支持・保証があり、国民の開催支持率
が95％を超えていた。また、世界に向けて「中
国」の発展を示す国威発揚型のオリンピック
を目指していた。 
2012年大会に立候補したロンドンでは、選

手中心主義を貫き、選手にとってベストな環
境を提供し、選手にとって一生一度の体験で
あることを重視していた。また、中長期的な
都市計画と招致計画との整合性があり、国際
的に知名度の高いキーパーソンの存在と牽
引力が見られた。 
2）立候補都市の総合的分析結果 
環境、医療体制（ドーピングを含む）、選

手村、パラリンピック、輸送などで好条件が
整っていることが、他の立候補都市との差別
化につながると考えられた。また、オリンピ
ック競技大会の計画の全体像が明快なコン
セプトに貫かれていること、および大会を開
催することによって都市とオリンピックや
スポーツ界の双方に有益なレガシー（遺産）
がもたらされるという期待感があることが
招致段階でのIOCの高い評価につながったと
みられる。 
3）個別テーマごとの分析 
オリンピック村に関するIOCの評価ポイン

トは、①独自のコンセプトとそれに見合った
設計図段階まで完成した計画、②予算保証、
③大会後の利用計画、④NOCの旅費保障の 4

点が 2大会に共通するものであった。また
2008年大会については、オリンピック憲章に
もとづくIOCの国際交流事業の本質的理解に
沿ったものであること、地域業者の参画が求
められ、招致活動全体がオリンピック・ムー
ブメントの時代的変化を捉えることの必要
性をうかがわせた。オリンピック村について
は、大会後も含めた長期的計画にもとづく建
設計画であるとともに、都市の実情に応じた
独自性かつ価値あるレガシーとなり得るこ
とが重視されたと分析できた。 
安全性に関するIOCの評価ポイントは、招

致ファイル提出時点で保安に関する綿密な
計画が策定されていること、保安に関する都
市または政府による法的根拠が存在するこ
との 2点が両大会に共通する内容であった。
2012年大会については、緊急時の対応策が評
価のポイントに盛り込まれた。安全性につい
ては、中央政府による一元管理または都市と
の連携管理など、組織的管理体制の整備とと
もに、それに要する人員確保、直近国際大会
またはオリンピック大会における警備経験
の有無が重視され、都市部を大会会場とする
際には、交通の混乱と事故の防止・対処が整
備されていることが評価されたと分析でき
た。 
環境問題に関しては、特に 2008年に大会

を開催した北京市が、その計画段階から「環
境レガシー」の視点を包摂し、どの程度、具
体的なアクション（プラン）として実現（遂
行）しているかが明らかにされた。特に環境
問題のキーワードである「持続可能な開発
(Sustainable Development)を視座に、北京
市組織委員会（BOCOG) と国際環境計画
（UNEP)による２つの環境評価を比較した結
果、①北京市を超えた中国全土、近隣国、そ
して世界規模の環境問題への配慮、貢献、②
長期的環境モニタリングシステムをレガシ
ーとすべきことが示唆された。 
 ドーピング問題に関しては、各都市の比較
検討から短期間に検査結果が判定できる複
数の WADA公認検査所の必要性および選手・
関係者に対する教育・啓蒙の重要性が示唆さ
れた。特にオリンピック大会中の検査体制は
ほぼ万全に近づきつつある。すなわち、選手
村 の 開 村か ら 閉村 まで を 競技 期 間内
（In-Competition）と位置づけることによっ
て、期間内の複数の検査が可能になり、ドー
ピング検査の厳格化が実現した。大会派遣国
が事前にドーピング検査を行うことに加え、
本大会における陽性者、違反者の摘発の意味
では有効な手段であると評価される。検査に
よる取り締まりが強化される一方で、ドーピ
ング教育・啓蒙策の不十分さが浮き彫りにな
った。特に、ドーピング物質・方法をめぐる
治療(therapy)と増強・向上(enhancement)の
区別は今後に残された重要な課題として浮



き彫りになった。また、科学技術の発展に伴
うカテゴリー変更、装着用具の是非問題も浮
上している。今後、オリンピック大会運営に
付随する難問となることが予測された。 
オリンピズムおよび文化に関しては、イン

フラ整備や競技施設など大会開催の必要条
件としてのハード面に比較して、従来は評価
対象として注目度が低かった。しかし、聖火
リレー、オリンピック休戦、映像を用いたオ
リンピック教育など、文化プログラムや教育
などのソフト面においても各都市で工夫が
なされており、IOCの近年の教育面重視の傾
向と相まって、オリンピック・ムーブメント
にかかわるプログラムの重要性が高まって
きていることが示唆された。 
人権の保障に関しては、2008年北京大会に

関連して世界が注目した点である。オリンピ
ック招致にあたって、オリンピズム（理念）
が、現代のオリンピックにおいて「人権」の
促進に意義を有するのか、特に、オリンピッ
ク憲章の根本原則に示されている「いっさい
の差別禁止」の観点からヨーロッパを中心に
研究を行った。国際的な組織の掲げる人権が、
各国においてどのように実現しうるのかが
課題の核心である。研究の結果、ヨーロッパ
における国際組織の採択する人権文書の実
現には、法的拘束力の強い人権条約であれ、
拘束力の弱い宣言等であれ、各国の国内法制
度における受容が最も実効性が高いことが
類推される。したがって、オリンピズムの実
現においても、各招致国の人権の水準が、そ
の実現の基礎となる。国際的な人権基準は、
国内の人権基準を相対化させるのに効果的
であるため、招致の効果査定には、たとえば
「差別禁止」の実現がどの程度実現したのか
を含ませることが必要であろう。 
財政およびマーケティングに関しては、開

催都市の財政規模ならびに組織委員会によ
るマーケティング計画が評価の焦点になる。
招致予算、競技大会予算ともに民間および開
催都市が資金を提供する計画がすでに定着
し、開催都市自体の財政力が十分とはいえな
い場合にはなおさら、「政府財政保証」の有
無が問われる。マーケティングついては1984
年大会来確立・洗練された手法があり、企業
等にとってのオリンピックの価値が保持さ
れる限り資金調達の心配はなく、候補都市間
の差はつきにくい。しかし、「顧客（customer
＝習慣者）の創造」というマーケティングの
原義に立ち返ると、企業からの大会運営資金
調達という現状に加え、開催都市の国民の
「オリンピズムという人生哲学を尊重する
生き方の習慣化」にまで寄与する新たな資金
調達法の開発余地が依然として残されてい
る。なお、オリンピックの招致開催に充てら
れる公的資金（税金）についてはその規模な
らびに使途に関する市民ないし国民への説

明は不可欠である。特に、輸送や競技施設等
の都市インフラ整備については、大会開催の
有無とは関係なしに既存の都市計画として
予算化されている点はIOCにとってもむしろ
望ましい。これは市民・国民の世論（支持率）
にも関わるだけに十分な情報提供と説明が
肝要である。 
 

（2）過去に日本で行なわれたオリンピック
競技大会の招致活動について 
日本で開催されたオリンピックの招致に

ついて検証した結果、今日IOCから求められ
ているような明確なコンセプトは見出され
なかった。招致の目的が開催都市の自己目的
的である傾向がみられたことから、招致の目
的・視野を、具体的な計画と相まって、いか
にして開催都市からより広い範囲（地方、ア
ジア、世界）へとレガシーを共有していける
かが、今後の招致の際の課題になると考えら
れる。  
東京大会（1964年）においては、オリンピ

ックの開催を機に大規模な都市開発と交通
網の整備が行なわれた。東京オリンピックが
日本の歴史の一指標として記されるほどの
インパクトがもたらされた。これらのインフ
ラ整備はレガシーとして今日まで受け継が
れている。一方、学校教育においても世界に
先駆けて政策的にオリンピック教育が実施
されたが、大会の終了とともに終息し、一時
的な教育実践に終始した。 
札幌冬季大会（1972年）の招致活動は、1968

年大会の招致失敗を経て、市民に対しては経
済優先・開発型から市民生活の重視を謳う広
報活動へと方向転換がなされた。また政府や
中央機関との連携強化が図られた。競技施設
に関しては、コンパクトな大会を実現するた
め、恵庭岳にスキー滑降競技場を建設するこ
とが計画された。大会組織委員会は北海道自
然保護団体との折衝を経て、大会終了後に施
設を完全撤去し、15年をかけて植林し復元工
事が行なわれた。この前代未聞の大規模な自
然保護対策は、一度失われた自然を取り戻す
のにいかに大きな財政的・時間的・労力的負
担を強いられるかを関係者に突きつけ、オリ
ンピックと環境問題に関する無形のレガシ
ーとなった。 
 1988年大会（ソウルで開催）を招致して失
敗した名古屋市の敗因は、①愛知県主導で東
海三県にまたがる広域開催が計画されてい
た、②名古屋市の招致コンセプトが明確では
なかった、③政府および中央スポーツ組織と
の連携が遅れた、という三点が強く影響した
とみられた。とくに、②については、当時の
新聞報道や市民への意識調査の結果、招致に
反対する市民団体のいずれの資料をみても、
招致のコンセプトに関する論点が「都市の整
備と経済効果」に集中し、オリンピック・ム



ーブメントへの寄与とレガシーという理念
に関するコンセプトが欠落していたことが
指摘できた。ただし、名古屋市の招致活動に
おいては、市民団体からの強い反対運動があ
ったことが影響し、単なる官主導ではなく市
民が参画し、招致の功罪について議論される
ようになった点は重要である。この点に、日
本国内におけるオリンピック招致活動の将
来性がうかがえた。 
 長野冬季大会（1998年）において小中学校
を中心に展開された「一校一国運動」のその
後を調査した結果、今日でも長野市の約 20
校で活動が継続されていた。ほとんどのオリ
ンピック大会の開催地では、大会終了ととも
にオリンピック教育が終息しているだけに
長野市のケースは特筆すべきものがある。同
市で活動が継続されている背景には、担当教
員の複数配置や長野国際親善クラブとの連
携など、学校におけるシステム的な取り組み
があった。長野オリンピック当時、「一校一
国運動」に参加した児童・生徒の中には、教
育、スポーツ、国際貢献活動などに従事して
いる者も多く、教育の成果が確認された。ま
た、北京オリンピック競技大会（2008年）に
おいて、北京市の小学校と交流活動を行った
小学校では、児童の国際的な視野の広がりが
認められた。 
 また、「平和と友好の祭典」の大会理念を
掲げた長野大会では、大会期間中やその前
後に各種チャリティ活動が行われ、地雷除
去活動、地雷被害に苦しむ人々への寄附、
教育後進国・地域に対する教材や学校建設
等の援助にあてられた。また大会開幕まで
の500日間にわたり、カウントダウンＴシ
ャツのオークション販売が行なわれるなど、
マーケティングも兼ねたユニークなアプロ
ーチが展開された。こうした売上げは、子
どもたちの大会観戦と日本選手の強化に活
用されるなど、オリンピックやスポーツ自
体に関心の薄い人々に対してもオリンピッ
クの本質的理念（平和・連帯）を伝える効
果が期待された。また、大会余剰金約 40
億円の「長野オリンピック記念基金」は、
「長野オリンピック・ムーブメント推進協
会」が国際級の冬季スポーツ大会を対象に
10年間の期限付きで運用し、冬季スポーツ
の振興に一定の成果を収めた。今後の剰余
金活用法については、スポーツ振興以外に
も平和活動等のオリンピック理念に関わる
用途も検討に値しよう。 
 
（3）将来のオリンピック競技大会に求めら
れる観点について 
 本研究の結果を総合的に検討し、将来のオ
リンピック競技大会の招致および開催にお
いて以下の観点が重要であるとの見解が得
られた。 

・地球環境の保護および持続可能な開発のた
めの環境の観点 
・いかなる差別も行なわないための人権の観
点 
・次世代を担う若者への教育の観点 
これらの「環境、人権、教育」を柱とした、
大会を含むオリンピック・ムーブメントの実
現を目指すことが求められる。そのための具
体的なビジョンの構築が今後の課題となろ
う。 
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